
○木城町総合交流センター図書室管理運営規則 

平成22年3月16日 

教委規則第4号 

改正 平成28年3月28日教委規則第11号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、木城町総合交流センターの設置及び管理に関する条例(平

成21年木城町条例第24号)第13条の規定に基づき、木城町総合交流センター

図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

(設置) 

第2条 木城町は、図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という。)

を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、教養、調査研究、レクリ

エーション等に資することを目的として図書室を設置する。 

(図書室の奉仕) 

第3条 図書室は、地域の情報センターとして、次に掲げる奉仕に努める。 

(1) 図書資料を収集し、町民の利用に供すること。 

(2) 図書資料の分類配列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

(3) 図書資料について、その利用のための相談に応じること。 

(4) 他の図書館又は図書室と緊密に連絡、協力を取り図書資料の相互貸借

を行うこと。 

(5) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。 

(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介、提供すること。 

(7) 学校、その他の施設等と緊密に連携、協力すること。 

(利用時間) 

第4条 図書室の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜

日及び日曜日においては、午前9時から午後5時までとする。 



2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、

利用時間を変更することができる。 

(休室日) 

第5条 図書室の休日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日 

(2) 毎月第3日曜日 

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日 

(5) 特別整理日(年12日以内でセンター長が定める日) 

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める日 

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項第1号から第4号まで

の規定にかかわらず、図書室を利用させることができる。 

(遵守事項) 

第6条 入室者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。 

(1) 図書資料は丁寧に扱い、所定の場所以外に持ち出さないこと。 

(2) 危険物、動物(身体障害者補助犬を除く。)又は他人に迷惑を及ぼすお

それのある物品を持ち込まないこと。 

(3) 室内で個人の複写機を使用しないこと。 

(4) 職員の指示に従うこと。 

(5) その他室内の秩序を乱す行為をしないこと。 

(利用の制限) 

第7条 センター長は、この規則又は職員の指示に従わない者に対して、図書

資料及び施設の利用を禁止し、又は制限することができる。 

(貸出し) 

第8条 図書資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。 

2 個人貸出しを利用できる者は、次の者とする。 



(1) 児湯郡又は西都市内に居住する者 

(2) 町内に通勤又は通学する者 

(3) センター長が特に必要と認める者 

3 団体貸出しを利用できる団体は、町内の地域団体、社会教育団体その他の

団体で、センター長が適当と認めるものとする。 

(利用者カード) 

第9条 図書資料を利用しようとするものは、木城町総合交流センター図書室

個人利用申込書(様式第1号)又は木城町総合交流センター図書室団体利用申

込書(様式第2号)に必要な事項を記載し、前条第2項又は第3項に規定する資

格を証明する身分証明書その他これに類するものを提示し、図書室利用者カ

ード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。 

2 前項の利用申込書の記載事項に変更を生じたとき、又は利用者カードを紛

失したときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。 

3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

4 利用者が虚偽に申込みを行い、又は前項の規定に違反するなど不正な行為

をしたときは、利用者カードの使用を取り消すことができる。 

(貸出しの手続) 

第10条 図書資料の貸出しを受けようとするものは、利用者カードを提示しな

ければならない。 

(転貸の禁止) 

第11条 利用者は、貸出しを受けた図書資料を転貸してはならない。 

(貸出冊数及び貸出期間) 

第12条 個人への図書資料の貸出冊数は、一人5冊以内とし、貸出期間は貸出

日の翌日から2週間以内とする。ただし、センター長が特に必要と認めたと

きは、その冊数及び期間を別に指定することができる。 

2 団体への図書資料の貸出冊数は、1団体30冊以内とし、貸出期間は貸出日の



翌日から1月以内とする。ただし、センター長が特に必要と認めたときは、

その冊数及び期間を別に指定することができる。 

(図書資料貸出しの制限) 

第13条 貴重資料や新聞等、その他センター長が指定した図書資料は貸出しを

行わないものとする。ただし、センター長が特に必要と認めるときはこの限

りではない。 

(貸出しの停止) 

第14条 図書資料の貸出しを受けたものが、貸出期間経過後、督促を受けても

なお図書資料を返却しないときは、センター長は図書資料の貸出しを停止す

ることができる。 

(図書資料の複写及び申込み) 

第15条 図書資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基

づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書室が所有する図書資料を

用いて、公表された著作物の一部について行うことができるものとする。た

だし、貸出しを行わないものに限る。 

2 前項の図書資料の複写を行う者は、図書室資料複写申込書(様式第3号)をセ

ンター長に提出しなければならない。 

(汚損等の届出) 

第16条 図書資料及び施設、設備等を損傷し、又は亡失した者は、速やかに図

書室資料等汚損届(様式第4号)により、センター長に届出なければならない。 

(損害賠償) 

第17条 前条の届出者は、現品又は相当の代価をもってその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるとき

は、賠償の一部又は全部を免除することができる。 

(寄贈) 

第18条 図書室は、所蔵するのに相応しいと判断される資料の寄贈を受けるこ



とができる。この場合において、寄贈された資料の取扱いについては、セン

ター長に一任する。 

2 資料を寄贈しようとするものは、資料寄贈申込書(様式第5号)に必要事項を

記載し、センター長の承認を受けなければならない。 

(委任) 

第19条 この規則に定めるもののほか、図書室の運営に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月28日教委規則第11号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 



 



 



 



 





 


